平成23年1２月１２日

各組合理事長　様

兵庫県管工事業協同組合連合会

理事長　和　田　　勝
職長・安全衛生責任者教育の実施について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、労働安全衛生法第60条職長教育及び安全衛生責任者の選任に基づき、標記講習会を開催することとなりました。建設現場における安全衛生責任者は職長の職務も兼務しているため統合し「職長・安全衛生責任者教育」を修了した者とすることが認められています。また、リスクアセスメントの普及・定着が平成18年4月1日施行の労働安全衛生法第28条により強く求められています。
　つきましては、下記の通り2日間の教育を実施しますので、受講希望の方がおられましたら貴組合にてお取りまとめの上、別紙申込書を県連合会あてＦＡＸ下さいますよう、お願い致します。
記

１．講習会名
　職長・安全衛生責任者教育

２．日　　時
　平成23年2月1７日（金）・1８日（土）
9：15～17：00

３．講習会場
　姫路市北条一丁目98番地


　兵庫県立姫路労働会館（兵庫県姫路総合庁舎南隣）

４．講習会費
　組合員10,000円　別途テキスト代3,000円


　組合外12,000円　別途テキスト代3,000円
５．送金先
　三井住友銀行　湊川支店　普通　3041318



　兵庫県管工事業協同組合連合会
６．その他
　講習会終了後、修了証を交付します。


　お申込後の変更・キャンセルは２月3日までです。



　テキスト購入・修了証作成の都合上3日を過ぎての変更・



　キャンセルはお受けできませんのでご注意下さい。
職長・安全衛生責任者教育申込書【組合員外用】
	
	氏　　名
	生年月日
	本　籍　地
	会社名・電話番号
	会社所在地
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※修了証を発行しますので、楷書で間違いのないようご記入下さい。
· 送金は２月３日（金）までにお願いします。

県連ＦＡＸ：０７８－５７７－２７７７　〆切：平成２３年１月３１日（火）

